
県立上越特別支援学校の分校の校名制定について 

 

                                                   

◆令和７年４月１日に、県立有恒高等学校の校舎の一部を使用して新たに開校する、県

立上越特別支援学校の分校（高等部単独校）の校名を制定しました。 

 

◆新たに開校する分校の校名は、「新潟県立上越特別支援学校有
ゆう

恒学舎
こうがくしゃ

」と制定しました。

制定の理由は以下の通りです。 

 ・分校が新設される県立有恒高等学校の設立当時の名称が「有恒学舎」である。 

 ・県立上越特別支援学校に続く「有恒学舎」が、短くシンプルで生徒等が呼びやすく覚

えやすい。 

  ・地域との親交を深めていきたいという願いを込めて、地域の誇りである「有恒学舎」

を校名に冠した。 

 

 

 

＜令和６年度まで＞            ＜令和７年度から＞ 

 

県立有恒高等学校の施設          県立有恒高等学校の施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※県立上越特別支援学校（肢体不自由）はそのまま存続 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ】 

義務教育課特別支援教育推進室 南 誠 

電話：０２５（２８０）５６０６ 

 

県立上越特別支援学校の分校 

（高等部単独校・知的障害） 

県立有恒高等学校 

 

県立有恒高等学校 

新設 


